
電子入札案件工事（委託業務）内容補足説明書

件  名     南部 19 号水道管路布設工事              

［補足説明事項］

  入札、指名通知書等について不明な点があれば、上記の契約担当に電話等で照会してください。

  設計内容等の質問につきましては、入札書受付開始日の２日前（土曜日、日曜日及び祝日を除

く。）までに上記、契約担当にて書面により受け付けます。

  次の項目については、該当する場合は ✓ 印で表示してありますので、確認してください。

☑ この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた

工事であるため、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等を

するための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を契約書に記載する必要があ

ることから、設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算した上で入札

すること。また、分別解体等の方法等を契約書に記載するために、落札者は落札決定後に

発注者と協議を行うこと。

☑ この工事等の履行に当たっては、個人情報保護に関する法律に規定する個人情報を取り

扱うこととなるので、契約締結に当たっては取扱責任者を定め、契約の履行においては法

を遵守すること。

［その他］

１． 本工事の施工場所は、山田町 182-1 付近です。

   

２． 地域の安全かつ円滑な交通を図るよう、関係機関と協議調整を十分に図ること。

３． 本工事の施工にあたり、工事付近の住民に対し工事通知の徹底を図り、工事に関する理解

と協力を求めること。

特に宅地内の給水切替については、家屋所有者と綿密に工程調整を図ること。

４． 舗装復旧工は、仮復旧後、一定の転圧期間を経過した後施工すること。

５． 昼間施工が 9 時～16 時、夜間施工が 22 時～6 時で設計積算しています。

   なお、道路使用許可証において、設計と異なる作業時間が条件となった場合は、設計変更

の対象とします。

６． 閲覧用設計書及び見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積りに供

するための参考資料であり、鹿児島市水道局建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部

ではありません。したがって、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束する

ものではありません。

区  分   契 約 担 当

担当部署   鹿児島市水道局 管財契約課 契約係

連 絡 先   ０９９－２１３－８５１１

担当者名   藤崎



７． 間接工事費の算定に係る管材費の対象は、閲覧用設計書の摘要欄に「管材」と明示してい

るので留意すること。

８． 共通仮設費及び現場管理費は、次の方法により算出しています。

   ① 算出した共通仮設費率及び現場管理費率を端数処理※する。

   ② ①で算出された共通仮設費率及び現場管理費率に、施工地域・工事場所区分による補

正係数を乗じ端数処理※を行い、対象額を乗じて算出する。

   ※ 端数処理とは、小数点以下第 3 位を四捨五入して 2 位止めすることです。

９． 以下については、鹿児島県土木部の算出方法に則しています。

   ① 間接工事費等の積算における処分費の取り扱い

   ② 仮設材の賃料

   ③ 質量 20t 以上の建設機械の貨物自動車等による運搬の費用

１０．施工内訳表の金額算出方法・端数処理が、鹿児島県土木部積算基準書及び下水道標準歩掛

に基づく施工内訳表では、鹿児島県土木部積算基準に準拠し、整数止めとしています。

   それ以外の施工内訳表では、水道事業実務必携に準拠し、小数点以下２位までとしていま

す。（別紙①②のサンプル単価表を参照）

１１．諸雑費の算定方法は、鹿児島県土木部積算基準書及び下水道標準歩掛に基づく施工内訳表

では、鹿児島県土木部積算基準に準拠します。

それ以外の施工内訳表では、水道事業実務必携に準拠し、その諸雑費の適用欄に算定方法を

明記しています。（対象コード ＃０９、＃９９）（別紙①②のサンプル単価表を参照）

１２．週休 2⽇試⾏⼯事に係る費⽤の計上⽅法は⿅児島県に準拠しています。詳しくは県のホー

ムページをご覧ください。

(⿅児島県ホームページ>社会基盤>公共事業>技術管理・検査>積算基準>積算基準の公表>

⼯事における週休 2⽇の取得に要する費⽤の計上に係る計算仕様)

１３．概算数量発注方式（φ400 以上）の試行工事について

① 本工事は、概算数量発注方式（φ400 以上）の試行工事です。閲覧用設計書内の「概

算数量」内で計上されている材料は、設計金額を算定するためであり、実際に使用する

管材・数量ではありません。

② 概算数量発注方式（φ400 以上）において、変更精算に伴う水道資材価格は、水道部

で決定された単価に基づき積算します。作業手間についても、水道事業実務必携に基づ

き水道部で決定された歩掛を標準として積算します。

③ 図面作成費の労務単価については週休２日補正の対象ではありません。

１４．本工事は鹿児島県地域振興局が施行する地方特定道路整備工事（山田工区）に伴う配水管

の移設及び配水管網整備を行うものであるため、道路工事施工業者との工程調整を行うこと。     






